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１１  沿沿    革革  

年年  月月  日日  旧旧第第二二区区画画整整理理事事務務所所  旧旧第第三三区区画画整整理理事事務務所所  旧旧第第一一再再開開発発事事務務所所  旧旧第第二二再再開開発発事事務務所所  

昭和２３年 
１２月１日 

第二建設事務所から

分かれ、第二復興区

画整理事務所が新設

された。 

第四建設事務所か

ら分かれ、第四復興

区画整理事務所が

新設された。 

第一、第三建設事務

所からそれぞれ分か

れ、第一、第三復興区

画整理事務所が新設

された。 
 

 

昭和３２年 
４月１５日 
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昭和４６年 
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亀戸･大島･小松川
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開発相談所分室を

開設 
 

昭和４７年 
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１日まで品川区、昭
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ら足立区千住東２丁

目１０番１１号へと

移転。昭和５１年３

月１１日、足立区千

住東２丁目１０番１

０号に第六建設事務

所との合同庁舎が完

成し移転） 
 

第三区画整理事務

所と改称 
北大塚一丁目１２

番８号から豊島区

池袋一丁目１３番

２２号へ事務所移

転 

市街地再開発事務所

を江東再開発事務所

と改称 
西部区画整理事務所

を市街地再開発事務

所と改称 

 

昭和４７年 
１０月１日 

   
江東再開発相談所

分室を江東南部相

談所に改編 
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年年  月月  日日  旧旧第第二二区区画画整整理理事事務務所所  旧旧第第三三区区画画整整理理事事務務所所  旧旧第第一一再再開開発発事事務務所所  旧旧第第二二再再開開発発事事務務所所  

昭和５０年 
１２月１日 

   
亀戸･大島･小松川

地区の都市計画決

定に伴い、事業を

建設局に移管 
 
亀戸･大島･小松川

地区事務所を江戸

川区小松川二丁目

１番に開設 

昭和５２年 
７月１１日 

   
亀戸･大島･小松川

地区事務所を江東

南部再開発事務所

に改編 
昭和５９年３月３

０日、江東区白河

三丁目へ事務所移

転 

昭和６０年 
１０月１日 

 
東京都組織規程の

改正により、市街地

再開発事務所の所

管であった第１地

区ほか１０地区が

所管となった。 

江東再開発、市街地

再開発両事務所が統

合され、第一再開発

事務所と改称 
（中央区明石町） 

江東南部再開発事

務所を第二再開発

事務所と改称 
平成９年４月１

日、江東区有明三

丁目へ事務所移転 

平成２年 
８月１日 

  
事務所移転 
（中野区中野一丁目

２番５号） 

 

年年  月月  日日  第第二二区区画画整整理理事事務務所所  再再開開発発事事務務所所  

平成１３年 
４月１日 

区画整理事務所が組織再編・統合され、こ

れまでの三事務所が二事務所となる。 
新第二区画整理事務所は、花畑北部、汐留、

秋葉原、田端、六町地区を所管することと

なった。 

第一再開発事務所、第二再開発事務所が統

合され、東京都再開発事務所となる。 
地区事務所は、亀戸･大島･小松川地区、白

鬚西地区、赤羽北地区、北新宿地区、環二

地区の５か所 
事務所は、第一再開発事務所の所在地であ

る中野区中野一丁目２番５号に置かれた。 

平成１４年 
３月３１日 

 
 亀戸･大島･小松川地区事務所を廃止 

平成１５年 
３月３１日 

 
 赤羽北地区事務所を廃止 

平成１５年 
４月１日 

 
 大橋地区整備課を新設 

平成１６年 
４月１日 

都市計画局、住宅局及び建設局の市街地整

備部門が再編、統合され、都市整備局が発

足 
第二区画整理事務所は都市整備局に所属す

ることとなった。 

都市計画局、住宅局及び建設局の市街地整

備部門が再編、統合され、都市整備局が発

足 
再開発事務所は都市整備局に所属するこ

ととなった。 

  

年年  月月  日日  第第二二区区画画整整理理事事務務所所  再再開開発発事事務務所所  

平成１８年 
３月３１日 

 白鬚西地区事務所を廃止 

平成１９年 
２月２８日 秋葉原地区事務所廃止  

平成２５年 
３月３１日 田端地区事務所廃止 大橋地区整備課を廃止 

平成２５年 
１２月２日 

 北新宿地区事務所を廃止 

平成２６年 
９月３０日 花畑地区事務所廃止  

年年  月月  日日  第第二二市市街街地地整整備備事事務務所所  

平成２７年 
４月１日 

第一区画整理事務所、第二区画整理事務所、再開発事務所が再編整備され、第一市街地

整備事務所、第二市街地整備事務所の２事務所体制となる。 
 
第二市街地整備事務所は、土地区画整理事業（田端、汐留）、再開発事業（亀大小、環

二）、沿道まちづくり（東池袋、十条）、特定整備路線整備（志茂、大山中央）、街路事業

（田端北）、都営住宅建替えに伴う道路整備（国領）などの事業を所管することとなっ

た。 
事務所は、旧再開発事務所が所在していた中野区中野一丁目２番５号に置かれた。 
 

平成２９年 
３月３１日 環二地区事務所を廃止 

平成２９年 
６月３０日 泉岳寺駅地区事務所を開設 

平成３０年 
３月３１日 汐留地区事務所を廃止 

令和６年 
４月１日 新宿駅直近地区整備課を新設 

 
 

− −4



年年  月月  日日  第第二二区区画画整整理理事事務務所所  再再開開発発事事務務所所  

平成１８年 
３月３１日 

 白鬚西地区事務所を廃止 

平成１９年 
２月２８日 秋葉原地区事務所廃止  

平成２５年 
３月３１日 田端地区事務所廃止 大橋地区整備課を廃止 

平成２５年 
１２月２日 

 北新宿地区事務所を廃止 

平成２６年 
９月３０日 花畑地区事務所廃止  

年年  月月  日日  第第二二市市街街地地整整備備事事務務所所  

平成２７年 
４月１日 

第一区画整理事務所、第二区画整理事務所、再開発事務所が再編整備され、第一市街地

整備事務所、第二市街地整備事務所の２事務所体制となる。 
 
第二市街地整備事務所は、土地区画整理事業（田端、汐留）、再開発事業（亀大小、環

二）、沿道まちづくり（東池袋、十条）、特定整備路線整備（志茂、大山中央）、街路事業

（田端北）、都営住宅建替えに伴う道路整備（国領）などの事業を所管することとなっ

た。 
事務所は、旧再開発事務所が所在していた中野区中野一丁目２番５号に置かれた。 
 

平成２９年 
３月３１日 環二地区事務所を廃止 

平成２９年 
６月３０日 泉岳寺駅地区事務所を開設 

平成３０年 
３月３１日 汐留地区事務所を廃止 

令和６年 
４月１日 新宿駅直近地区整備課を新設 

 
 

− −5



２２　　組組織織及及びび事事務務分分掌掌

維 持 補 修 担 当 事業中の公共施設の引継ぎ前の管理及び維持・補修

泉 岳 寺 駅 地 区
泉岳寺駅地区の事業に係る広報、住民意向調査及び生活再建対策、土地等の測量及び調査並
びに工事の監督に関すること。

設 備 担 当
施設建築物の設備工事の設計・監督・調整、特定建築者工事の設備工事に係る実施設計・指導・
調整に関すること。

工 務 担 当
新宿駅直近地区の事業に伴う工程管理及び連絡調整、上下水道・ガス管・電らん等の計画・連絡
調整、これら工事の整理及び損失補償清算、将来管理者・関係者との連絡調整、街路・広場等の
占用・自費工事・沿道掘削等の願書の処理に関すること。

新宿駅直近
地区整備課

設 計 担 当 事業に伴う公共施設、その他諸工事の計画、調査、測量・設計及び連絡調整・協議に関すること。

工 事 担 当
事業に伴う公共施設、その他諸工事の実施、設計変更及び清算の照査、工事施行に伴う損害賠
償、土壌汚染対策に関すること。

施 設 建 築 担 当
事業に伴う施設建築敷地造成工事の設計・監督・調整、施設建築物の建築工事及び設備工事の
設計・監督・調整、特定建築者工事の建築工事に係る実施設計・指導・調整に関すること。

用地専門課長
ま ち づ く り 用 地
担 当

上記事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補償及び土地収用・移
転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

工 務 担 当
公共施設工事の連絡調整、上下水道・ガス管・電らん・電柱等の調査計画及び連絡調整・補償・
損失補償額算定、公共施設の引継及び引継前の管理、公共施設占用願の処理・占用物件の整
理、既設建築物の建築工事に係る管理組合・居住権利者対応、補修工事に関すること。

設 計 担 当 公共施設工事の調査、設計、管理者調整に関すること。

工 事 課 工 事 担 当 公共施設の工事、設計変更、清算の照査に関すること。

ま ち づ く り 推 進
担 当

道路整備と一体的に進める沿道まちづくり、特定整備路線の整備や街路事業に係る調査及び測
量、事業計画、執行計画・進行管理、国庫補助申請・しゅん功認定資料作成、連絡調整、広報・
広聴、まちづくり業務及びまちづくり相談に関すること。

泉岳寺駅地区担当
泉岳寺駅地区の事業計画・調査・登記・事業の執行計画・進行管理・建築行為等の制限、国庫補
助の申請、予算・決算に関すること。

換 地 計 画
専 門 課 長

管 理 処 分 担 当
権利変換計画、管理処分計画、譲受け希望等の申出、施設建築物等及び建築施設部分の価額
の確定、借家条件裁定資料作成、管理規約及び管理組織に関すること。

上石神井駅周辺
地区用地補償担当

上石神井駅周辺地区の事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補
償及び土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

再開発補償担当
泉岳寺駅地区の事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補償及び
土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

新宿駅直近地区
担 当

新宿駅直近地区の土地区画整理事業の調査及び事業計画策定に係る測量、仮換地指定、換地
計画及び換地処分、事業の執行計画及び進行管理に関すること。

所

　
長

計 画 担 当
土地区画整理事業の調査及び測量･事業計画･建築行為の制限､田端残存区域の事業に関する
こと。国庫補助の申請、予算・決算に関すること。

上石神井駅周辺
地 区 担 当

上石神井駅周辺地区の事業の調査及び測量・事業計画・土地権利調査・まちづくり相談に関する
こと。

事 業 課

事 業 計 画 担 当
市街地再開発事業等の事業計画・調査・登記・事業の執行計画・進行管理・建築行為等の制限、
国庫補助の申請、予算・決算に関すること。

管 理 担 当
人事、組織・定数、給与、旅費、汚職等防止、安全衛生、福利厚生、研修、文書、庁舎管理、他の
担当に属さないこと。副

所

長

経 理 担 当
会計、物品出納管理、物品購買、工事その他の契約、工事及び工事用材料等の検査に関するこ
と。

管 理 課

調 査 清 算 担 当
審議会委員の選挙手続及び審議会の運営､事業の執行計画､進行管理及び連絡調整､土地及び
物件の管理､広報･広聴､公文書の開示､保留地､清算金及び仮清算金の徴収･交付･供託、市街
地再開発審査会の運営に関すること｡

事 業 財 産 担 当
事業用財産、代替地の管理、市街地改造事業及び市街地再開発事業建築施設の管理、管理清
算金、分譲代金、賃貸料、管理費等の徴収に関すること。

３３　　職職員員定定数数（（令令和和６６年年４４月月１１日日現現在在））
※ ( )は管理職で内書

6 (2) 5 (1) 1 (1)

課 長 代 理 （ 管 理 担 当 ） 1 1

3 3

課 長 代 理 （ 経 理 担 当 ） 1 1

2 2

課 長 代 理 （ 調 査 清 算 担 当 ） 1 1

2 2

課 長 代 理 （ 事 業 財 産 担 当 ） 1 1

13 (2) 12 (1) 1 (1)

21 (3) 5 (1) 11 (2) 5

課 長 代 理 （ 計 画 担 当 ） 1 1

課長代理（上石神井駅周辺地区担当） 1 1

課 長 代 理 （ 事 業 計 画 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 泉 岳寺 駅地 区担 当） 1 1

課 長 代 理 （ 管 理 処 分 担 当 ） 1 1

課長代理（上石神井駅周辺地区用地補償担当） 2 2

課 長 代 理 （ 再 開 発 補 償 担 当 ） 1 1

課長代理（新宿駅直近地区担当） 1 1

21 9 6 6

課長代理（まちづくり推進総括担当） 1 1

課長代理（まちづくり推進担当） 2 2

課長代理（まちづくり用地担当） 7 7

42 (3) 14 (1) 17 (2) 11

8 (1) 1 4 (1) 2 1

課 長 代 理 （ 工 務 担 当 ） 1 1

6 6

課 長 代 理 （ 設 計 総 括 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 設 計 担 当 ） 1 1

5 5

課 長 代 理 （ 工 事 総 括 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 工 事 担 当 ） 1 1

3 1 1 1

課 長 代 理 （ 施 設 建 築 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 設 備 担 当 ） 1 1

22 (1) 1 15 (1) 3 2 1

3 (1) 1 2 (1)

課 長 代 理 （ 工 務 担 当 ） 1 1

6 3 1 1 1

課 長 代 理 （ 設 計 担 当 ） 2 1 1

3 3

課 長 代 理 （ 工 事 担 当 ） 1 1

3 2 1

課 長 代 理 （ 維 持 補 修 担 当 ） 1 1

15 (1) 1 10 (1) 2 1 1

2 2

泉 岳 寺 駅 地 区 長 1 1

2 2

94 (7) 28 (2) 45 (5) 16 3 2

管管　　理理　　課課　　計計

課課
名名

区区　　分分　　 内内　　訳訳

担担　　当当　　名名 合合　　計計 事事　　務務 土土　　木木 建建　　築築 機機　　械械 電電　　気気

管管
　　
理理
　　
課課

管 理 担 当

経 理 担 当

調 査 清 算 担 当

事 業 財 産 担 当

事事
　　
　　
業業
　　
　　
課課

計 画 担 当

ま ち づ く り 推 進 担 当

事事　　業業　　課課　　計計

工工
　　
　　
事事
　　
　　
課課

工 務 担 当

設 計 担 当

工 事 担 当

施 設 建 築 担 当

工工　　事事　　課課　　計計

新新
宿宿
駅駅
直直
近近
地地
区区
整整
備備
課課

工 務 担 当

設 計 担 当

工 事 担 当

施 設 建 築 担 当

新新宿宿駅駅直直近近地地区区整整備備課課計計

泉 岳 寺 駅 地 区

地地　　　　区区　　　　計計

事事 務務 所所 合合 計計
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２２　　組組織織及及びび事事務務分分掌掌

維 持 補 修 担 当 事業中の公共施設の引継ぎ前の管理及び維持・補修

泉 岳 寺 駅 地 区
泉岳寺駅地区の事業に係る広報、住民意向調査及び生活再建対策、土地等の測量及び調査並
びに工事の監督に関すること。

設 備 担 当
施設建築物の設備工事の設計・監督・調整、特定建築者工事の設備工事に係る実施設計・指導・
調整に関すること。

工 務 担 当
新宿駅直近地区の事業に伴う工程管理及び連絡調整、上下水道・ガス管・電らん等の計画・連絡
調整、これら工事の整理及び損失補償清算、将来管理者・関係者との連絡調整、街路・広場等の
占用・自費工事・沿道掘削等の願書の処理に関すること。

新宿駅直近
地区整備課

設 計 担 当 事業に伴う公共施設、その他諸工事の計画、調査、測量・設計及び連絡調整・協議に関すること。

工 事 担 当
事業に伴う公共施設、その他諸工事の実施、設計変更及び清算の照査、工事施行に伴う損害賠
償、土壌汚染対策に関すること。

施 設 建 築 担 当
事業に伴う施設建築敷地造成工事の設計・監督・調整、施設建築物の建築工事及び設備工事の
設計・監督・調整、特定建築者工事の建築工事に係る実施設計・指導・調整に関すること。

用地専門課長
ま ち づ く り 用 地
担 当

上記事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補償及び土地収用・移
転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

工 務 担 当
公共施設工事の連絡調整、上下水道・ガス管・電らん・電柱等の調査計画及び連絡調整・補償・
損失補償額算定、公共施設の引継及び引継前の管理、公共施設占用願の処理・占用物件の整
理、既設建築物の建築工事に係る管理組合・居住権利者対応、補修工事に関すること。

設 計 担 当 公共施設工事の調査、設計、管理者調整に関すること。

工 事 課 工 事 担 当 公共施設の工事、設計変更、清算の照査に関すること。

ま ち づ く り 推 進
担 当

道路整備と一体的に進める沿道まちづくり、特定整備路線の整備や街路事業に係る調査及び測
量、事業計画、執行計画・進行管理、国庫補助申請・しゅん功認定資料作成、連絡調整、広報・
広聴、まちづくり業務及びまちづくり相談に関すること。

泉岳寺駅地区担当
泉岳寺駅地区の事業計画・調査・登記・事業の執行計画・進行管理・建築行為等の制限、国庫補
助の申請、予算・決算に関すること。

換 地 計 画
専 門 課 長

管 理 処 分 担 当
権利変換計画、管理処分計画、譲受け希望等の申出、施設建築物等及び建築施設部分の価額
の確定、借家条件裁定資料作成、管理規約及び管理組織に関すること。

上石神井駅周辺
地区用地補償担当

上石神井駅周辺地区の事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補
償及び土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

再開発補償担当
泉岳寺駅地区の事業に係る用地の取得、地上物件・地下埋設物の移転その他の損失補償及び
土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

新宿駅直近地区
担 当

新宿駅直近地区の土地区画整理事業の調査及び事業計画策定に係る測量、仮換地指定、換地
計画及び換地処分、事業の執行計画及び進行管理に関すること。

所

　
長

計 画 担 当
土地区画整理事業の調査及び測量･事業計画･建築行為の制限､田端残存区域の事業に関する
こと。国庫補助の申請、予算・決算に関すること。

上石神井駅周辺
地 区 担 当

上石神井駅周辺地区の事業の調査及び測量・事業計画・土地権利調査・まちづくり相談に関する
こと。

事 業 課

事 業 計 画 担 当
市街地再開発事業等の事業計画・調査・登記・事業の執行計画・進行管理・建築行為等の制限、
国庫補助の申請、予算・決算に関すること。

管 理 担 当
人事、組織・定数、給与、旅費、汚職等防止、安全衛生、福利厚生、研修、文書、庁舎管理、他の
担当に属さないこと。副

所

長

経 理 担 当
会計、物品出納管理、物品購買、工事その他の契約、工事及び工事用材料等の検査に関するこ
と。

管 理 課

調 査 清 算 担 当
審議会委員の選挙手続及び審議会の運営､事業の執行計画､進行管理及び連絡調整､土地及び
物件の管理､広報･広聴､公文書の開示､保留地､清算金及び仮清算金の徴収･交付･供託、市街
地再開発審査会の運営に関すること｡

事 業 財 産 担 当
事業用財産、代替地の管理、市街地改造事業及び市街地再開発事業建築施設の管理、管理清
算金、分譲代金、賃貸料、管理費等の徴収に関すること。

３３　　職職員員定定数数（（令令和和６６年年４４月月１１日日現現在在））
※ ( )は管理職で内書

6 (2) 5 (1) 1 (1)

課 長 代 理 （ 管 理 担 当 ） 1 1

3 3

課 長 代 理 （ 経 理 担 当 ） 1 1

2 2

課 長 代 理 （ 調 査 清 算 担 当 ） 1 1

2 2

課 長 代 理 （ 事 業 財 産 担 当 ） 1 1

13 (2) 12 (1) 1 (1)

21 (3) 5 (1) 11 (2) 5

課 長 代 理 （ 計 画 担 当 ） 1 1

課長代理（上石神井駅周辺地区担当） 1 1

課 長 代 理 （ 事 業 計 画 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 泉 岳寺 駅地 区担 当） 1 1

課 長 代 理 （ 管 理 処 分 担 当 ） 1 1

課長代理（上石神井駅周辺地区用地補償担当） 2 2

課 長 代 理 （ 再 開 発 補 償 担 当 ） 1 1

課長代理（新宿駅直近地区担当） 1 1

21 9 6 6

課長代理（まちづくり推進総括担当） 1 1

課長代理（まちづくり推進担当） 2 2

課長代理（まちづくり用地担当） 7 7

42 (3) 14 (1) 17 (2) 11

8 (1) 1 4 (1) 2 1

課 長 代 理 （ 工 務 担 当 ） 1 1

6 6

課 長 代 理 （ 設 計 総 括 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 設 計 担 当 ） 1 1

5 5

課 長 代 理 （ 工 事 総 括 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 工 事 担 当 ） 1 1

3 1 1 1

課 長 代 理 （ 施 設 建 築 担 当 ） 1 1

課 長 代 理 （ 設 備 担 当 ） 1 1

22 (1) 1 15 (1) 3 2 1

3 (1) 1 2 (1)

課 長 代 理 （ 工 務 担 当 ） 1 1

6 3 1 1 1

課 長 代 理 （ 設 計 担 当 ） 2 1 1

3 3

課 長 代 理 （ 工 事 担 当 ） 1 1

3 2 1

課 長 代 理 （ 維 持 補 修 担 当 ） 1 1

15 (1) 1 10 (1) 2 1 1

2 2

泉 岳 寺 駅 地 区 長 1 1

2 2

94 (7) 28 (2) 45 (5) 16 3 2

管管　　理理　　課課　　計計

課課
名名

区区　　分分　　 内内　　訳訳

担担　　当当　　名名 合合　　計計 事事　　務務 土土　　木木 建建　　築築 機機　　械械 電電　　気気

管管
　　
理理
　　
課課

管 理 担 当

経 理 担 当

調 査 清 算 担 当

事 業 財 産 担 当

事事
　　
　　
業業
　　
　　
課課

計 画 担 当

ま ち づ く り 推 進 担 当

事事　　業業　　課課　　計計

工工
　　
　　
事事
　　
　　
課課

工 務 担 当

設 計 担 当

工 事 担 当

施 設 建 築 担 当

工工　　事事　　課課　　計計

新新
宿宿
駅駅
直直
近近
地地
区区
整整
備備
課課

工 務 担 当

設 計 担 当

工 事 担 当

施 設 建 築 担 当

新新宿宿駅駅直直近近地地区区整整備備課課計計

泉 岳 寺 駅 地 区

地地　　　　区区　　　　計計

事事 務務 所所 合合 計計
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４４　　予予　　　　算算

　総　事　業　費　

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

12,739,584 15,804,074 △ 3,064,490 △19.4%

土 地 区 画 整 理 事 業 6,458,800 8,512,608 △ 2,053,808 △24.1%

沿道一体整備事業等 6,280,784 7,291,466 △ 1,010,682 △13.9%

3,900,000 2,516,000 1,384,000 55.0%

合　　　計 16,639,584 18,320,074 △ 1,680,490 △9.2%

（１）一　般　会　計

　　ア　土地区画整理事業

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

用 地 補 償 費 370,000 474,012 △ 104,012 △21.9%

築 造 費 5,928,954 7,774,518 △ 1,845,564 △23.7%

換 地 諸 費 46,039 30,545 15,494 50.7%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 113,807 233,533 △ 119,726 △51.3%

合　　　計 6,458,800 8,512,608 △ 2,053,808 △24.1%

　　　（ア）新宿駅直近地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

用 地 補 償 費 370,000 474,012 △ 104,012 △21.9%

築 造 費 5,928,954 7,774,518 △ 1,845,564 △23.7%

換 地 諸 費 46,039 30,545 15,494 50.7%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 113,807 233,533 △ 119,726 △51.3%

合　　　計 6,458,800 8,512,608 △ 2,053,808 △24.1%

　　イ　沿道一体整備事業等

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 5,425,749 6,310,981 △ 885,232 △14.0%

測 量 及 び 試 験 費 612,825 718,936 △ 106,111 △14.8%

換 地 諸 費 10,126 6,578 3,548 53.9%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 232,084 254,971 △ 22,887 △9.0%

合　　　計 6,280,784 7,291,466 △ 1,010,682 △13.9%

　　　（ア）東池袋地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 977,600 1,094,469 △ 116,869 △10.7%

測 量 及 び 試 験 費 102,486 116,745 △ 14,259 △12.2%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 24,417 23,015 1,402 6.1%

合　　　計 1,104,503 1,234,229 △ 129,726 △10.5%

　　　（イ）十条地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 56,333 411,705 △ 355,372 △86.3%

測 量 及 び 試 験 費 196,812 276,142 △ 79,330 △28.7%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 39,091 37,465 1,626 4.3%

合　　　計 292,236 725,312 △ 433,076 △59.7%

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

（単位：千円）

工　　種 増減率

一 般 会 計

都市再開発事業会計

　　　（ウ）大山中央地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 949,189 1,947,884 △ 998,695 △51.3%

測 量 及 び 試 験 費 98,982 118,020 △ 19,038 △16.1%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 26,086 20,890 5,196 24.9%

合　　　計 1,074,257 2,086,794 △ 1,012,537 △48.5%

　　　（エ）国領地区（調布３・４・７号線）

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 54,200 96,149 △ 41,949 △43.6%

合　　　計 54,200 96,149 △ 41,949 △43.6%

　　　（オ）志茂地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 961,957 1,233,329 △ 271,372 △22.0%

測 量 及 び 試 験 費 136,249 110,087 26,162 23.8%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 20,245 23,677 △ 3,432 △14.5%

合　　　計 1,118,451 1,367,093 △ 248,642 △18.2%

　　　（カ）上石神井駅周辺地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 2,480,670 1,623,594 857,076 52.8%

測 量 及 び 試 験 費 78,296 97,942 △ 19,646 △20.1%

換 地 諸 費 10,126 6,578 3,548 53.9%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 68,045 53,775 14,270 26.5%

合　　　計 2,637,137 1,781,889 855,248 48.0%

（２）都市再開発事業会計

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

公 共 施 設 工 事 費 18,075 20,110 △ 2,035 △10.1%

施 設 建 築 物 工 事 費 1,202,962 483,707 719,255 148.7%

用 地 及 び 補 償 費 2,202,048 1,500,114 701,934 46.8%

権 利 変 換 諸 費 428,826 465,866 △ 37,040 △8.0%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 48,089 46,203 1,886 4.1%

合　　　計 3,900,000 2,516,000 1,384,000 55.0%

    ア　泉岳寺駅地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

公 共 施 設 工 事 費 18,075 20,110 △ 2,035 △10.1%

施 設 建 築 物 工 事 費 1,202,962 483,707 719,255 148.7%

用 地 及 び 補 償 費 2,202,048 1,500,114 701,934 46.8%

権 利 変 換 諸 費 428,826 465,866 △ 37,040 △8.0%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 48,089 46,203 1,886 4.1%

合　　　計 3,900,000 2,516,000 1,384,000 55.0%

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

− −8



　　　（ウ）大山中央地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 949,189 1,947,884 △ 998,695 △51.3%

測 量 及 び 試 験 費 98,982 118,020 △ 19,038 △16.1%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 26,086 20,890 5,196 24.9%

合　　　計 1,074,257 2,086,794 △ 1,012,537 △48.5%

　　　（エ）国領地区（調布３・４・７号線）

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 54,200 96,149 △ 41,949 △43.6%

合　　　計 54,200 96,149 △ 41,949 △43.6%

　　　（オ）志茂地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 961,957 1,233,329 △ 271,372 △22.0%

測 量 及 び 試 験 費 136,249 110,087 26,162 23.8%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 20,245 23,677 △ 3,432 △14.5%

合　　　計 1,118,451 1,367,093 △ 248,642 △18.2%

　　　（カ）上石神井駅周辺地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

本 工 事 費 2,480,670 1,623,594 857,076 52.8%

測 量 及 び 試 験 費 78,296 97,942 △ 19,646 △20.1%

換 地 諸 費 10,126 6,578 3,548 53.9%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 68,045 53,775 14,270 26.5%

合　　　計 2,637,137 1,781,889 855,248 48.0%

（２）都市再開発事業会計

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

公 共 施 設 工 事 費 18,075 20,110 △ 2,035 △10.1%

施 設 建 築 物 工 事 費 1,202,962 483,707 719,255 148.7%

用 地 及 び 補 償 費 2,202,048 1,500,114 701,934 46.8%

権 利 変 換 諸 費 428,826 465,866 △ 37,040 △8.0%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 48,089 46,203 1,886 4.1%

合　　　計 3,900,000 2,516,000 1,384,000 55.0%

    ア　泉岳寺駅地区

今年度事業費 前年度事業費 増　　減

公 共 施 設 工 事 費 18,075 20,110 △ 2,035 △10.1%

施 設 建 築 物 工 事 費 1,202,962 483,707 719,255 148.7%

用 地 及 び 補 償 費 2,202,048 1,500,114 701,934 46.8%

権 利 変 換 諸 費 428,826 465,866 △ 37,040 △8.0%

工 事 雑 費 ・ 事 務 費 48,089 46,203 1,886 4.1%

合　　　計 3,900,000 2,516,000 1,384,000 55.0%

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

工　　種 増減率

− −9




